
 

 

 

 

 



 

 

 

は じ め に       

 本市では、平成 19 年度の第１次プラン策定以来、現在の第４次プランに至るまで、男女共同参

画社会の実現に向けた取り組みを着実に進めてまいりました。こうした取り組みの積み重ねによ

り、市民の皆様の理解と協力が深まり、地域の様々な場面で女性をはじめ多様な人材が力を発揮

する姿がみられるようになってきております。 

 

 しかしながら、依然として家庭や地域に残る固定的な性別役割分担意識、世代による価値観の

違い、多様性に対する理解の不足など、解決すべき課題は少なくありません。人口減少や少子高

齢化が進む今こそ、若者や女性を含むひとりひとりが「このまちで生きたい」と思える環境づく

りが求められています。 

 

 こうした状況を踏まえ、第５次となる本プランでは、名称を「いちのせきジェンダー平等推進

プラン」へ改め、ジェンダー平等の視点をより明確に位置付けました。本プランでは、ジェンダ

ー平等への意識を高めること、個性を尊重し多様性への理解を促進すること、女性の活躍支援と

意思決定過程への参画拡大、若者・女性が活躍できる環境づくり、仕事と生活の調和（ワーク・

ライフ・バランス）の実現、暴力のない社会の形成と困難な問題を抱える女性の支援体制の強

化、さらに防災におけるジェンダー平等の推進など、今日の社会情勢や地域課題に応じた施策を

盛り込みました。 

 

 令和 12 年度までの５年間、本プランの基本理念である「互いの違いを認め合い 支え合い 誰

もが可能性を発揮できるまちづくり」の実現を目指し、国際社会が掲げるＳＤＧｓ（持続可能な

開発目標）の理念も踏まえながら、市民の皆様、地域団体、民間事業者、関係機関など多様な主

体と力を合わせて取り組みを進めてまいります。 

 

 結びに、本プランの策定にあたり、市民アンケートやワークショップを通じて貴重なご意見を

お寄せいただいた皆様、そして一関市男女共同参画プラン推進懇話会の委員の皆様をはじめ、多

くの皆様にご協力を賜りましたことに、心より感謝申し上げます。 

 

   令和８年３月 

 

一関市長 佐 藤 善 仁    
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第２章 市のジェンダー平等の現状、これまでの取組と課題    
第１節 ジェンダー平等の現状 

１ 一関市人口ビジョン（抜粋）                       

 

 

 

 

  

資料：岩手県「岩手県人口移動報告年報第 10 表」 

（各前年 10 月１日から当年９月 30 日まで） 
資料：岩手県「岩手県人口移動報告年報第２表」 

（令和６年 10 月１日現在） 

資料：総務省「国勢調査」」（各年 10 月１日現在） 
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資料：総務省「住民基本台帳人口移動報告参考表第１表・第２表」 
（令和６年１月１日から 12 月 31 日まで） 

資料：一関市「住民基本台帳」 
（令和６年１月１日から 12 月 31 日まで） 
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２ 男女共同参画に関する市民意識                        
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出典：「市民アンケート」より抜粋 
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〇 現在の社会は、女性が働きやすい状況にあると思いますか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 「あまり働きやすい状況にあるとは思わない」または「働きやすい状況にあるとは思

わない」と答えた方にお伺いします。それはどのような理由からでしょうか。（３つま

で選択） 

 

 

 
出典：「市民アンケート」より抜粋 
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 ４ ＤＶ被害の相談状況と防止対策の認知度                        

  

出典：厚生労働省「福祉行政報告例」より抜粋 

出典：「市民アンケート」より抜粋 
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出典：「市民アンケート」より抜粋 

出典：「市民アンケート」より抜粋 

出典：「市民アンケート」より抜粋 
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３ 主な指標の達成状況 

 
 

 

 

 

第４次いちのせき男女共同参画プラン　指標　達成状況

単位
現状値

(令和元年
度)

目標値
(令和７年度)

目標値の詳細
令和７年度
（令和６年度）

実績値の詳細 これまでの取組に対する評価

１　男女共同参画の視点に立った意識改革の促進

　男女共同参画の意識を高める

⑴　社会通念、慣習、しきたりで男
女が平等だと思う人の割合

％ 21.2 50.0以上
平等だと思う人を
過半数にすること
を目指す

14.0
市民意識調査の
結果による

市民向け講演会、出前講座、パネ
ル展などの啓発活動を実施した
が、目標達成に至らなかった。

⑵　男女共同参画サポーター認定
者数

人 75
90

（5年間合
計）

年間３人の登録を
目指す

92
令和７年度
新規認定者５人

市ホームページ等を活用した周知
に努めた結果、目標を達成するこ
とができた。

⑶　中学校を対象とした人権啓発
事業の実施回数

回 6
40

（5年間合
計）

毎年５～６校での
実施を目指す

（60）
各種人権啓発事
業に係る実施回
数

各中学校での積極的な取組によ
り,目標を達成することができた。

２　個性を尊重し、能力を認め合うことができる社会の構築

個性と能力を認め合う

⑴　ＬＧＢＴ、性的マイノリティについ
て聞いたことがあり、意味も知って
いる人の割合

％ 61.3 87.0
現状値に対して概
ね25％増を目指
す

70.7
市民意識調査の
結果による

パートナーシップ宣誓制度の創設
や、パネル展での周知など、多様
性への配慮を進め、現状値を9.4
ポイント上回ったが、目標達成に
は至らなかった。

⑵　市民向け講座、出前講座など
のうち、個性の尊重や多様性に関
する講座の実施回数

回/年 1 8
年間８回の実施を
目指す

（7）
男女共同参画市
民講座の開催

市ホームページ等を通じた周知に
よって、現状値を６回／年上回っ
たが、目標達成には至らなかっ
た。

女性の活躍支援

⑴　男女それぞれの委員数が委員
総数の40％以上である審議会等の
数の全審議会等に占める割合

％ 48.9 60.0
現状値に対して概
ね10％増を目指
す

（46.0） 市調べ
市の各部署との連携により女性委
員の登用などに取り組んだが、目
標達成には至らなかった。

⑵　職場で男女が平等だと思う人
の割合

％ 35.4 50.0以上
平等だと思う人を
過半数にすること
を目指す

34.2
市民意識調査の
結果による

企業等を対象とした出前講座の実
施などの啓発活動に努めたが、目
標達成には至らなかった。

３　安心して生活できる環境づくり

仕事と生活の調和の実現（ワーク・ライフ・バランス）

⑴　家事・育児等の役割を夫婦、家
族で協力する割合

％ 40.5 65.0
現状値に対して概
ね25％増を目指
す

38.7
市民意識調査の
結果による

市民向け講演会、出前講座、パネ
ル展などの啓発活動を実施した
が、目標達成に至らなかった。

⑵　保育園等への待機児童数 人/年 18 0
待機児童ゼロを目
指す。

（3） 年度末時点
担当課を中心とした取組により待
機児童は大幅に減少したが、目標
達成には至らなかった。

ＤＶやハラスメントをなくす

⑴　ＤＶ防止法の名称または内容を
知っている人の割合

％ 79.3 90.0

県の配偶者暴力
防止対策推進計
画に合わせ90％
を目指す

90.8
市民意識調査の
結果による

市民向けリーフレットの配布や公
共施設における情報提供などの
啓発活動の展開により、目標を達
成した。

⑵　配偶者等からの暴力に関する
市への相談件数

件/年 137 120
現状値に対して概
ね10％減を目指
す

（205）
面談：  65件
電話：140件

DV事案の減少を図ることにより相
談件数の減を目指したが、目標達
成には至らなかった。

指標
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第４章 各種施策の展開                 
第１節 プランの体系 

 

 

基本理念 基本目標 施策の方向性 基本施策

①　各世代でのジェンダー平等に関する啓発

②　地域団体や民間団体等と連携した取組の促進

③　男女共同参画サポーター等の活動支援

④　ジェンダー平等に関する情報発信、市民意識調査の
実施

①　固定的な役割分担意識や無意識の思い込み（アンコ
ンシャス・バイアス）の解消

②　個性の尊重と多様性への理解の促進

③　多文化共生、国際理解の促進

④　幼少期からの発達段階に応じた教育など、すべての
世代を対象とした人権教育の充実

①　政策や方針決定過程への女性の参画拡大

②　地域活動におけるジェンダー平等の推進

③　雇用、起業等におけるジェンダー平等の推進

④　女性のキャリアサポートの充実

⑶　若者・女性が活躍で
き、暮らしやすい環境づ
くり

①　若者・女性に魅力のある環境づくり

①　男性の家事・子育て・介護、地域社会等への参加促
進

②　仕事と生活の調和を実現するための保育や子育て支
援サービスの展開

③　仕事と生活の調和の啓発と促進

①　暴力をなくすための教育の充実

②　ＤＶやハラスメントの根絶に関する啓発

③　困難な問題を抱える女性に対する相談体制の強化

①　防災・災害復旧時における意思決定過程への女性の
参画拡大

②　ジェンダー平等の視点に立った防災の取組強化

⑴　仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バランス）

の実現

⑵ 暴力のない社会、困
難な問題を抱える女性が
安心して暮らせる社会の
実現

⑶ 防災におけるジェン
ダー平等の推進

いちのせきジェンダー平等推進プラン（第５次いちのせき男女共同参画プラン）体系図

互
い
の
違
い
を
認
め
合
い
 
支
え
合
い
 
誰
も
が
可
能
性
を
発
揮
で
き
る
ま
ち
づ
く
り

１ ジェンダー
平等の視点に
立った意識改
革の促進

⑴　ジェンダー平等の意
識を高める

２　個性を尊
重し、誰もが
能力を発揮で
きる地域社会
の構築

⑴　個性と能力を認め合
い、多様性を尊重する

⑵　女性の活躍支援と意
思決定への参画拡大

３　誰もが安
心して生活で
きる環境づく
り

重点施策

重点施策

重点施策

女性活躍推進法

ＤＶ防止法

困難女性支援法

重点施策
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第２節 重点施策 

 

 

各世代でのジェンダー平等に関する啓発 

重点施策１ 

個性の尊重と多様性への理解の促進  

重点施策２ 

政策や方針決定過程への女性の参画拡大  

重点施策３ 

若者・女性に魅力のある環境づくり  

重点施策４ 
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第４節 主な指標 

単位
現状値

（令和6年度）
目標値

(令和12年度)
目標値の考え方 備考

１　ジェンダー平等の視点に立った意識改革の促進

⑴　ジェンダー平等の意識を高める

①　社会通念、慣習、しきたりで男女
が平等だと思う人の割合

％ 17.1 50.0

第４次プランの目標値の
達成を目指す（国の第５
次男女共同参画基本計
画に合わせ50％）

・市民意識調査の結果による

②　男女共同参画サポーター認定者
数

人 92
（令和７年度）

107
（累計）

年間３人の登録を目指す
岩手県男女共同参画サポーター
登録者数

２　個性を尊重し、誰もが能力を発揮できる地域社会の構築

⑴　個性と能力を認め合い、多様性を尊重する

①　ＬＧＢＴＱ+、性的マイノリティにつ
いて聞いたことがあり、意味も知って
いる人の割合

％ 70.8 87.0
第４次プランの目標値の
達成を目指す（現状値に
対して概ね15ポイント増）

・総合計画指標
・市民意識調査の結果による

②　市民向け講座、出前講座などのう
ち、個性の尊重や多様性に関する講
座の実施回数

回/年 7 8
毎年８回以上の実施を目
指す

・市調べ

⑵　女性の活躍支援と意思決定への参画拡大

①　男女双方の委員がそれぞれ40％
以上を占める審議会等の割合

％ 46.0 60.0
第４次プランの目標値の
達成を目指す（現状値に
対して概ね15ポイント増）

・市調べ

②　職場で男女が平等だと思う人の
割合

％ 29.4 50.0
第４次プランの目標値の
達成を目指す（現状値に
対して概ね20ポイント増）

・総合計画指標
・市民意識調査の結果による

⑶　若者・女性が活躍でき、暮らしやすい環境づくり

①　若者・女性を対象としたジェン
ダー平等に関するワークショップ等の
開催回数

回/年 0 3
毎年３回以上の実施を目
指す

・市調べ

３　誰もが安心して生活できる環境づくり

⑴　仕事と生活の調和の実現（ワーク・ライフ・バランス）の実現

①　家事・育児等の役割を夫婦、家族
で協力する割合

％ 42.2 65.0
第４次プランの目標値の
達成を目指す（現状値に
対して概ね20ポイント増）

・総合計画指標
・市民意識調査の結果による

②　現在の社会は女性が働きやすい
状況にあると思う人の割合

％ 64.2 70.0
概ね年１ポイント以上の
増加を目指す

・総合計画指標
・市民意識調査の結果による

⑵　暴力のない社会、困難な問題を抱える女性が安心して暮らせる社会の実現

①　ＤＶ防止法の名称または内容を
知っている人の割合

％ 87.3 90.0
県の配偶者暴力防止対
策推進計画に合わせ
90％を目指す

・市民意識調査の結果による

⑶　防災におけるジェンダー平等の推進

①　消防・防災セミナー指導者の認定
者数（女性リーダー）

人 142
（令和７年度）

182
（累計）

毎年８人以上の認定を目
指す

・市調べ

指標
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互いの違いを認め合い 支え合い 誰もが可能性を発揮できるまちづくり 
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Ｄｏ（実行） 

・事業の実施 

Ｃｈｅｃｋ（評価） 

・指標の評価 

・施策や事業の成果の評価 

Ａｃｔｉｏｎ（改善） 

・施策や事業の見直しの 

検討、改善 

Ｐｌａｎ（計画） 

・プラン策定 

・見直し、改善後のプラン 

 

ＰＤＣＡサイクル 
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